
令和８年度（2026年度）DX推進リーダー育成事業　質問一覧

No 資料名 頁 項目 質問事項 回答案

1 実施要領 2、3
７（2）①提出書
類

掲題の件で、参加表明書等の提出をさえて頂こうと考えて
おります、提出書類の情報について代表企業の1社のみで
よろしいでしょうか。
それとも、以下の通り、くまもとＤＸ推進コンソーシアムの
パートナー企業の情報も合わせて準備して、提出が必要で
しょうか。

共同企業体として参加する場合は、参加表明書（様式２）及び誓
約書（様式４）は代表企業が提出し、会社概要（様式３）の「その
他特記事項欄」に共同企業体である旨とパートナー企業の構成
員を記載のうえ、パートナー企業の概要がわかる資料を添付し
て下さい。
また、エ（登記事項証明書）及びオ（消費税及び地方消費税並び
に都道府県税に未納がないことの証明書）は、代表企業、パート
ナー企業どちらも、県の入札参加資格がない場合は提出が必要
です。

2 実施要領 2、3
７（2）①提出書
類

「会社概要」の、「直近年度決算」とはどの勘定科目を記載
するのがよろしいでしょうか。

売上高をご記載ください。

3 実施要領 3 7(3)①提出書類
企画提案書の10枚以内について、目次ページはカウント対
象に含まれますか。

目次ページも含まれます。

4 実施要領 3 7(3)①提出書類
フォントサイズ10.5ポイント以上の要件について、図表内の
文字や画像中の注釈等も対象に含まれますか。

図表内の文字や画像中の注釈等は対象に含まれません。

5 実施要領 4
7（3）⑤イｃ）実
践研修について

「アドバイザー」について、想定される役割や講師との違い
をご教示ください。また、配置人数等の目安があればお示
しください。

「アドバイザー」は、研修会や、受講者のフォローアップにおい
て、講師のサポートを担う役割を想定しております。配置人数等
の指定はありません。

6 実施要領 4
7（3）⑤イｃ）実
践研修について

「アドバイザーのプロフィール」とありますが、メイン講師以
外に、個別相談やグループワークを支援するサブ講師・専
門アドバイザーを複数名配置し、その謝金・旅費を対象経
費に計上することは可能でしょうか。

可能です。

7 実施要領 5 ８（１）選定方法
応募多数の場合に開催されるヒアリング審査については、
オンサイトの対面形式となる予定でしょうか？

オンライン実施も可能です。希望される場合はその旨ご連絡くだ
さい。
なお、応募多数の際に行うのは書面審査です。書面審査を行う
場合は書類審査通過者が、書面審査を行わない場合は参加企
業全てがヒアリング審査の対象になります。

8 実施要領 7
（別表）審査基
準表

⑤に書かれている「関連資格試験」とは基礎研修で推奨さ
れる資格をさしていますか。それとも研修目的・効果に応じ
て受託者側で広義に定義するものと考えてよいものでしょう
か。

基礎研修で推奨される資格をさします。

9
実施要領
仕様書

７、１

（別表）審査基
準表
４(1)i①研修の
内容

基礎研修についてお伺いします。「3つの領域を対象に含
め」とありますが、必ず3つを含めるという理解でしょうか。
それとも3つ含まれていることが望ましく加点になりやすいと
いう解釈になりますでしょうか。

必ず3つを含めてください。

10 仕様書 1
４(1)i①研修の
内容

「eラーニング等(オンデマンド学習、ウェビナー(ライブ配信/
アーカイブ配信を含む)等)により実施すること」との記載が
あります。以下の実施形式は認められると理解してよろし
いでしょうか。
(1) ライブ配信ウェビナーを中心とし、アーカイブ録画を視聴
可能とする形式
> (2) 既存の動画コンテンツ(市販教材・外部コンテンツ等)と
独自コンテンツを組み合わせた構成
> (3) 一部を対面セミナーで実施する構成

お見込みのとおり、認められます。

11 仕様書 1
４(1)i①研修の
内容

「eラーニング等により実施」とありますが、LMS（学習管理
システム）や動画配信等のプラットフォームは受託者が独
自に用意し、その利用料等を対象経費（その他経費等）に
含めて見積もる想定でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

12 仕様書 1
４(1)i①研修の
内容

基礎研修は「Di-Liteの3領域を含み、推奨資格の取得につ
ながるもの」とありますが、担当する講師陣は各資格を保
有していることが必須条件でしょうか。あるいは、データ分
析やAI導入支援等の同等以上の実務指導実績があれば
問題ないでしょうか。

講師陣の資格の有無は必須条件ではありません。

13 仕様書 1
４(1)i①研修の
内容

基礎研修の受講期間（開始〜終了時期）について、想定が
あればご教示ください。あわせて、実践研修との接続（事前
受講の必須化・並行実施等）の想定があればお示しくださ
い。

実践研修は、受講者の知識レベルの均衡化と研修内容の理解
を深める観点から、基礎研修を取り入れた構成とすることとして
います。
このため、基礎研修は、実践研修の受講期間までに終了するこ
とを想定しております。



14 仕様書 1
４(1)i①研修の
内容

「推奨資格の取得につながるものであること」との記載があ
ります。以下についてご確認ください。
>
> (1) 受講者が実際に資格試験を受験することは必須で
しょうか、それとも取得に向けた学習機会の提供で足りるで
しょうか
> (2) 取得目標とする合格者数や受験者数の具体的基準
はありますでしょうか
> (3) 資格試験の受験料は受託費用に含める必要がありま
すか、それとも受講者負担でしょうか

(1)必須とはしておりませんが、当該研修で習得した知識・技能の
定着度を客観的に把握し、キャリア形成を促進する観点から、関
連する資格試験への受験を推奨してください。
(2)具体的基準は設けておりません。
(3)資格試験の受験料は、受託費用に含められません。受講者
負担を想定しております。

15 仕様書 2
4(1)i③研修効果
の把握

研修効果の把握に係る調査については、調査項目・方法と
もに受託者側で設計・実施する想定でよろしいでしょうか。
県として必須とする指標やフォーマットがあればご教示くだ
さい。

調査項目・方法ともに受託者側で設計・実施する想定で問題あり
ません。また、必須とする指標やフォーマットはありません。な
お、具体的な内容については、県と協議の上決定いたします。

16 仕様書 2
4(1)ii③研修の
内容

各回の所要時間（半日・終日等）の目安があればご教示く
ださい。また、研修効果向上の観点から時間配分を提案に
より調整することは可能でしょうか。

所要時間の目安は特に設定しておりません。また、時間配分を
提案により調整することは可能です。

17 仕様書 2
4(1)ii③研修の
内容

研修回数やスケジュールの詳細設計のため、県が想定さ
れている「実践研修の1回あたりの標準的な所要時間（例：
半日、または全日〇時間程度）」があれば教えてください。

所要時間の指定はありません。

18 仕様書 2
4(1)ii③研修の
内容

実践研修の「全4回」の日程・時間配分
> 仕様書「4(1)ⅱ実践研修③」に「全4回の研修会(研修会3
回+成果報告会1回)」との記載があります。以下についてご
確認ください。
>
> (1) 各研修会の標準的な時間(1日想定か半日想定か)の
想定がございましたらご教示ください
> (2) 研修会と研修会の間隔の想定(月1回、隔月等)はござ
いますか
> (3) 成果報告会は研修会3回と同等の時間(1日程度)を想
定してよろしいでしょうか

(1)所要時間は指定しておりません。
(2)ありません。
(3)成果報告会の所要時間も指定しておりません。

19 仕様書 2
4(1)ii③研修の
内容

成果発表会について、参加対象や公開範囲の想定があれ
ばご教示ください。

成果発表会の参加対象・公開範囲は、参加企業の希望を踏ま
え、協議の上決定いたします。

20 仕様書 2
4(1)ii③研修の
内容

デジタル改善プランにおいて求められる水準について、ビ
ジネスモデル変革を含む具体的な実行計画の策定までを
期待されているのか、あるいは将来的な発展可能性を含む
構想レベルでよいのか、ご教示ください。

具体的な実行計画の策定までを想定しております。
なお、デジタルツールの導入による業務効率化やコスト削減に
留まらず、ビジネスモデルの革新などにつながるような改善プラ
ンを想定しております。

21 仕様書 2
4(1)ii③研修の
内容

実践研修40名の分割実施可否
受講者は40名程度とされていますが、ハンズオン演習等の
品質を確保する観点から、以下の運営形式は認められるで
しょうか。
>
> (1) 40名を複数クラス(例:1クラス15-20名)に分割して実施
> (2) 各クラスで同一内容を別日程で実施
> (3) 会場キャパシティの関係で複数会場を使用する構成
>
> また、合同実施が望ましい場合、その旨ご教示ください。

認められます。

22 仕様書 2
4(1)ii③研修の
内容

オンライン受講対応のインフラ要件
> 仕様書「4(1)ⅱ実践研修③」に「受講者が希望する場合、
オンライン受講も可能とすること」とあります。以下について
ご確認ください。
> (1) オンライン受講比率の想定(数名の予備的対応か、常
時一定数のハイブリッド想定か)はありますか
> (2) 会場配信用の機材(カメラ、マイク等)の準備水準はど
の程度が求められますか
> (3) ハンズオン演習のオンライン受講者への対応方法に
ついて、特段の要件はありますか

(1)ありません。
(2)受講者が研修内容を十分に理解できる音声・映像品質が確
保されていれば問題ありません。
(3)ありません。

23 仕様書 2
4(1)ii③研修の
内容

実践研修については、「基礎研修も含めたカリキュラム」と
するとともに、「受講者の知識レベルの均衡化と研修内容
の理解を深める観点から、基礎研修を取り入れた構成」と
することが求められていますが、実践研修の受講者は、原
則として基礎研修を受講した者を対象とする想定でしょう
か。あるいは、基礎研修未受講者の参加も可能な前提で企
画してよいか、ご教示ください。

実践研修は、受講者の知識レベルの均衡化と研修内容の理解
を深める観点から、基礎研修を取り入れた構成とすることとして
います。
このため、実践研修の受講者は、原則として基礎研修を受講し
た者、又は実践研修の受講期間中に基礎研修を学習する者を
対象とする想定としております。

24 仕様書 3
4（1）ⅱ③研修
の内容

実践研修について「会場は受託者が確保すること」とありま
すが、県庁内の会議室や県の公共施設などを無償または
有償で借用することは可能でしょうか。それとも、完全に民
間の貸し会議室等を手配することを想定すべきでしょうか。

県庁内の会議室や県の公共施設などを借用することは可能で
す。会場確保にあたりかかった費用は、委託費に含みます。



25 仕様書 3
4(1)ii③研修の
内容

対面・集合型研修を基本としつつ、理解促進の観点から、
講義内容の一部を録画し、受講者向けにオンデマンドで提
供する運用は可能でしょうか。

可能です。

26 仕様書 3
4(1)ii③研修の
内容

オンライン受講については、対面研修の同時配信（ハイブ
リッド形式）を想定されていますでしょうか。それともオンデ
マンド視聴等も含めた柔軟な形式が許容されますでしょう
か。

原則、対面・集合型研修です。オンライン配信を行う場合は必ず
ハイブリットとしてください。なお、受講者の都合等、当日参加が
困難な場合は、アーカイブ配信等による受講で代替することも認
めます。

27 仕様書 3
4（1）ⅱ④研修
の成果

参加企業ごとに策定する「デジタル改善プラン」は、企業担
当者（研修受講者）が策定する、ということで認識間違いな
いでしょうか？ ※受託者が策定することではないという確
認になります

御認識のとおり、企業担当者（研修受講者）に策定していただき
ます。
策定にあたっては、各企業の進捗状況を把握し、プランの完成
まで、全参加企業に対して、継続的かつ十分なフォローアップを
行ってください。

28 仕様書 3
4（1）ⅱ④研修
の成果

「デジタル改善プラン」は研修時間中に作成する、という認
識で間違いないでしょうか？

研修時間や、次回研修会までの合間も含めた研修期間中に作
成していただきます。

29 仕様書 3
4(1)ⅱ④研修の
成果

「デジタル改善プラン」の最終成果物要件
> 仕様書「4(1)ⅱ実践研修④」に「デジタル改善プラン」を参
加企業ごとに策定するとあります。以下についてご確認くだ
さい。
>
> (1) 各企業のデジタル改善プランの分量・構成の目安(ス
ライド枚数、ページ数など)はありますか
> (2) プランは各参加企業の経営層承認済みの状態まで仕
上げることが求められますか
> (3) プランの実装(ツール導入等)まで伴走支援する必要
はありますか、研修期間中の策定で完結でしょうか

(1)分量、構成の指定はありません。参考に、同種事業で作成し
た改善プランの項目は以下の通りです。
・課題
・目指す姿
・取組む内容
・期待できる成果（効果）
・実現計画
・今後の展望とまとめ
・経営層のコメント
(2)各参加企業の経営層や管理職へ事前に共有し、必要に応じ
て意見を取り込んだプランとしてください。
(3)「デジタル改善プラン」の完成までが、参加企業のフォローアッ
プの対象ですので、プラン策定後の実装（ツール導入等）にかか
る伴走支援までは想定していません。

30 仕様書 3
4（1）ⅱ⑤参加
企業のフォロー
アップ

迅速かつきめ細やかなプッシュ型支援を行うため、特定の
チャットツール（Slack、Teams等を想定）を用意し参加企業
と日常的にやり取りする運用を検討しております。県として
指定の通信ツールや、セキュリティ上の理由で使用を制限
しているツールはありますでしょうか。

ツールに指定や制限はありませんが、参加企業の負担にならな
いよう留意してください。

31 仕様書 3
4(1)ii⑤参加企
業のフォロー
アップ

「十分な支援」とありますが、想定される支援頻度や形式
（個別伴走・チャットサポート等）の目安があればご教示くだ
さい。

ツールを含め支援形式について指定はありません。
デジタル改善プランの完成に向けて、継続的かつ十分な支援を
想定しております。

32 仕様書 3
4（1）ⅱ⑤参加
企業のフォロー
アップ

本事業のフォローアップのゴールとして、「デジタル改善プ
ラン」の完成を最終目標として支援を実施、という認識で問
題ないでしょうか？

御認識のとおり、「デジタル改善プラン」の完成までが、参加企業
のフォローアップの対象です。

33 仕様書 3
4（2）参加企業・
受講者の募集

募集活動において、受託者が作成した広報媒体を県内企
業に周知するにあたり、県が保有する既存のネットワーク
（県公式メルマガでの配信、くまもとDX推進コンソーシアム
会員への案内等）による広報支援を受けることは可能で
しょうか。

可能です。

34 仕様書 3
4（2）参加企業・
受講者の募集

参加企業・受講者の募集について、受託者が主体的に募
集を行うものと理解しておりますが、提案にあたっては、募
集広報を受託者において基本的に完結する前提で業務範
囲を設定すべきか、又は県による周知協力
を見込んだ前提で企画してよいか、ご教示ください。

必要に応じて、県HP、くまもとDX推進コンソーシアム等での広報
協力は可能です。

35 仕様書 3
4(2)参加企業・
受講者の募集

県やコンソーシアムによる広報協力（会員企業への案内、
県HP・SNSでの周知等）は想定されていますでしょうか。ま
た、目標人数に満たない場合の対応について、県と受託者
の役割分担の考え方があればご教示ください。

必要に応じて、県HP、くまもとDX推進コンソーシアム等での広報
協力は可能です。
目標人数に満たない場合は、対応案を県と受託者で協議の上、
追加募集を実施していただきます。

36 仕様書 3
4（2）参加企業・
受講者の募集

実践研修の受講企業（20社）を募集・選定する際、県として
特に優先して採択したい業種、地域、または企業規模等の
属性はありますでしょうか。

仕様書４（１）②に記載の通り、業種、規模の指定はありません。
なお、熊本県内の事業所に所属する従業員を対象とします。

37 仕様書 3
4（2）参加企業・
受講者の募集

受託者が提案書に記載した広報活動を誠実に履行したに
もかかわらず、結果として目標数（実践研修20社等）に達し
なかった場合、仕様書にある「追加募集」を行うこと以外
に、違約金や委託費の減額等のペナルティは発生するの
でしょうか。

違約金や委託費の減額等のペナルティは発生しません。



38 仕様書 3
4(2)参加企業・
受講者の募集

過去に同種事業を実施されている場合、前年度の応募状
況や受講者の業種傾向等の参考情報を提供いただけます
か。また、過去事業における課題や改善点等があれば併
せてご教示ください。

ITサービス系事業者をはじめ、建設業、製造業、医療福祉系等、
様々な業種の方々の参加を想定しております。
なお、受講者の知識レベルの均衡化と研修内容の理解を深める
観点から、基礎研修および実践研修の双方を実施することとし
ております。

39 仕様書 3 4(3)その他
受験状況・取得状況の把握について、対象期間（例：研修
終了後◯か月以内等）の想定があればご教示ください。

委託期間内に、受講者の資格試験の受験状況及び取得状況を
確認し、その結果を整理していただきます。

40 仕様書 3 4(3)その他

「研修終了後、受講者の資格試験の受験状況及び取得状
況を確認し、その結果を整理すること。」とありますが、これ
は委託期間内までの結果整理、という理解であっておりま
すでしょうか？

御認識のとおり、委託期間内に、受講者の資格試験の受験状況
及び取得状況を確認し、その結果を整理していただきます。

41 仕様書 3 4(3)その他

資格試験受験状況の「確認・整理」の範囲
> 仕様書「4(3)その他」に「研修終了後、受講者の資格試験
の受験状況及び取得状況を確認し、その結果を整理するこ
と」との記載があります。以下についてご確認ください。
>
> (1) 受験状況の把握方法は、受講者アンケートレベルで
足りるでしょうか、それとも受験会場や認定機関への確認
が必要でしょうか
> (2) 確認期限(研修終了後何ヶ月以内)の指定はございま
すか
> (3) 委託期間(R9年3月26日)以降に実施される資格試験
は対象外と理解してよろしいでしょうか

(1)受講者アンケートレベルで問題ありません。
(2)委託期間内に受講者の資格試験の受験状況及び取得状況を
確認し、その結果を整理していただきます。
(3)お見込みのとおりです。

42 仕様書 4 5(1)旅費

対象経費の「（１）旅費」について、研修講師の旅費以外
に、受託者スタッフが県庁（委託者）との打ち合わせや会場
下見等のために訪問する際の交通費・宿泊費も対象経費
として計上可能でしょうか。

計上可能です。

43 仕様書 4
5委託業務に係
る対象経費

当社はIoTデバイス型教材を有しており、研修プログラムの
中に取り込みたいと考えています。その教材を手配する費
用は（５）その他経費の中で認められるものと考えることは
可能でしょうか（教材は保存用としてお渡しすることは可能
です）。

可能です。

44 仕様書 4 6成果品の提出
成果品として提出する教材（動画、テキスト等）について、
著作権を受託者が保持し、本業務終了後も受託者が他の
事業等で当該教材を二次利用することは可能でしょうか。

研修教材の著作権は、原則として受託事業者に帰属します。
ただし、仕様書に基づき、本事業で使用した教材については、委
託期間終了後も熊本県庁内に限り共有・利用することを想定し
ています。
なお、県庁外の第三者への配布・提供は行わず、第三者提供を
行う場合は受託者の了承を得るものとします。
また、受託事業者が既存教材や第三者著作物を活用する場合
には、本事業での使用に加え、委託期間終了後の県庁内共有
が可能なライセンスであることを確保する必要があります。
加えて、受託者は、本業務により得られた知見、ノウハウ及び成
果物を、自己の事業のために自由に利用できるものとします。

45 仕様書 4 7(3)その他

研修教材について「委託期間終了後も県庁内で共有する
場合がある」とありますが、教材の著作権の帰属先（県また
は受託者）はどのような整理ですか。既存教材を活用する
場合のライセンスの取扱いも含めてお示しください。

著作権については、No.４４のとおりです。

46 仕様書 4 ７(3)その他
教材の著作権は受託者に帰属する、という認識で間違いな
いでしょうか？

著作権については、No.４４のとおりです。

47 その他 再委託について
本業務における再委託（一部再委託を含む）の可否につい
て、条件等があればお示しください。

業務の全部又は大部分を一括して再委託することは認められま
せん。なお、業務の一部を再委託する際は、書面により、県の承
諾を得る必要があります。


